
平成29年5月26日に改正民法が成立しました。
改正法は平成32年（2020年）4月1日より
施行されます。今回は、不動産賃貸借契約
に関係する改正点に焦点を当て、その中でも
特に重要な改正点について解説致します。

民法改正による
不動産賃貸借契約
への影響

賃貸人・賃借人間の法律関係に関する改正点

1
改正前 改正後

新民法622条の2条文なし

敷金に関するルールの条文化
　裁判で形成された敷金についてのルール（敷金
の定義、返還時期、返還範囲）が明文化されま
した。

　例えば、改正前においても、判例上、敷金の
返還時期は目的物返還時であるとされていました
が、条文化に伴い、敷金の返還時期を退去後１
か月後等とするような場合、その旨をあらかじめ
契約書において特約として明記する等の厳格な運
用が求められます。

ポイント

2
改正前 改正後

新民法621条条文なし

原状回復の範囲に関する
ルールの条文化
　原状回復義務について、賃借人は、原則とし
て、通常損耗（賃借物の通常の使用収益によって
生じた損耗）や経年変化についてはその義務を負
わないというルールが条文化されました。

　なお、賃借人が負担する原状回復義務の範囲
を広げるためには特約の締結が必要ですが、判
例は、「①賃借人が本来は賃貸人が負担すべきで
ある原状回復費用であるにもかかわらず特約にて
賃借人負担とすることが明記されており、②特約
において原状回復を負う範囲・内容が具体的に明
らかにされていること」等、厳格な特約記載方法
を要求しています。
　従って、原状回復費用を賃借人負担とする旨の
特約の記載方法を検討するのではなく、原状回
復費用を織り込んだ賃料設定をすることを検討す
る方が得策です。

ポイント

3
改正前 改正後

新民法607条の2、同608条旧民法606条

賃借人の修繕権限の条文化
　賃貸人には修繕義務がありますが、「賃貸人が
修繕をしない場合や急迫の事情がある場合」、賃
借人に修繕権があることが条文化されました。
　他方、「賃借人の責めに帰すべき事由によって修
繕が必要になった場合」、賃貸人に修繕義務がな
いことも条文化されました。

楠田法律事務所
パートナー弁護士
安積 孝師 氏

解説

第1

※なお、上記の他、賃貸不動産を譲渡した場合におけるルールの明確化（新民法
605条の2）等の改正がありますので、改正民法に留意する必要があります。
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ジェイ・リプラン（リノベーション）施工案内
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❶は5月中旬まで、❷は
4月末まで内見できます。
最寄りのJAまでお問い
合わせください。

民法改正の施行に備え、JAグループは不動産賃貸
借契約関係の書面、書式の見直し等を行っていき
ます。また、資産管理事業のセミナー等でも「民
法改正」についてのご説明をいたしますので、情報
収集の機会としてご活用いただければと思います。

1
改正前 改正後

新民法465条の2条文なし

保証極度額の定めのない
「個人」の保証契約は無効
　賃料債務等を「個人」が保証をする場合には、
極度額（保証の上限額）を定めることが必須とな
り、定めがないと保証契約は無効となります。

　例えば、「賃料の〇〇か月分を限度として保証
する」と明示する必要があります。

ポイント 2
改正前 改正後

新民法465条の10条文なし

「事業用」賃貸借の賃借人による
「個人」の保証人に対する
情報提供義務
　事業用として不動産の賃借をする場合、賃借人
は「個人」の保証人に対し、財産および収支の状
況、他の債務の有無、額、履行状況、担保の内
容を説明する必要があります。

　賃貸人から保証人に対して、適切な情報提供
がなされずに、それを信用した保証人が保証契
約を締結した場合、そのことを賃貸人が知ってい
たか、知らなくとも過失があったときには、保証
人は当該契約を取り消すことができます。

※なお、上記の他、賃貸人の保証人に対する情
報提供義務（新民法458条の2、同458条の3
等）に関する規定等の改正がありますので、改正
民法に留意する必要があります。

保証に関する改正点第2

0566-96-0025
ハートホーム通信バックナンバー
はＷＥＢでご覧いただけます

180325

０１２０－３６３－３７０受付時間（月～金）
９：００～１７：００

検索ハートホーム 愛知県経済農業協同組合連合会　建設部　地域開発課
〒446-8506 安城市今本町東向山6番1（西三河センター内）
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（Ｈ30.3.1現在）

入居希望者に「たら・れば」は
ありません。「入居が決まったら
○○を付ける」では遅いですよ。

発行元お問い合わせ

JAグループは住まい手目線で、組合員の賃貸住宅経営を支援いたします。
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